
指定居宅介護支援事業者運営規程 

 

（事業の目的） 

第１条  矢崎総業株式会社（以下「事業者」という。）が開設する、指定居宅介護支援事業所（以

下｢事業所｣という。）が行う指定居宅介護支援事業（以下｢事業｣という。）の適切な運営を

確保する為に人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護

状態にある者（以下「利用者」という。）に対し尊厳ある自立した生活が維持できるよう

支援することを目的とする。 

 

（運営方針） 

第２条  事業の運営方針は、次のとおりとする。 

（１）利用者が可能な限り、その居宅にてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと

が出来るよう配慮して行う。 

 （２）事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況や生活全体の環境に応じて、利用者の意

向を尊重し、適切な保健医療サービス・福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ

効率的に提供されるよう配慮して行う。 

 （３）事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って

提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は、特定の居宅サービス事業者に不当に偏 

ることのないように、公正中立に行う。 

 （４）事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、老人福祉法（昭和 38

年法律第 133 号）第 20 条の 7 の 2 の老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業

者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。 

 

（事業所の名称等） 

第 3 条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

（１） 事業所の名称   ヤザキケアセンター 紙ふうせん                                      

（２） 事業所の所在地  静岡県裾野市御宿 1500 番地                                   

 

（職員の職種、員数及び職務内容） 

第４条 事業者は管理者及び職員を次のとおり配置し、職務内容を次により定める。 

 （１）管理者  １名 

・ 事業運営の管理について、適正な資質を有する者とする。 

・ 管理者は、職員を指揮監督して事業所の業務を統括し、運営管理に万全を期する。 

 （２）介護支援専門員  ２名 

・ 利用者の相談に応じ、地域社会において自立した生活が営めるよう、必要なサー

ビスを総合的･一体的･効率的にマネジメントし、利用者及びその家族に対して側

面的な支援をする。 

 

 



（営業日及び営業時間） 

第５条 営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 

（１） 営業日 月曜日～金曜日 

（２） 定休日 土曜日・日曜日、 

    ゴールデンウィーク、お盆、年末年始（規定カレンダーによる）   

（３）営業時間、 午前８時３０分から午後５時３０分まで 

※ 但し、サービスの提供については利用者の希望に応じて、要請があれば定休日、

営業時間外でも対応可能な体制とする。 

 

（指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額） 

第６条 指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額は、次のとおりとする。 

（１）事業所は、利用者と家族の意向を尊重したサービスの選択を行い、保健・医療・福祉 

サービスの総合的、効率的な提供ができるよう居宅サービス計画を作成する。当該計画 

の趣旨及び説明を行い、文書によって利用者の同意を得てサービス提供を行う。 

（２）指定居宅介護支援の提供方法 

① 利用者の相談を受ける場所 

利用者宅 事業所 他 

② 使用する課題分析票の種類 

 セントケア様式 

③ サービス担当者会議開催場所 

 利用者宅 事業所 他 

④ 介護支援専門員の居宅訪問頻度 

    月 1 回以上 

  ⑤ モニタリング結果の記録 

    月１回以上 

（３）事業の内容 

① 居宅サービス計画に関わる課題分析（アセスメント） 

② 居宅サービス計画に関わる要介護者のニーズの内容や程度の把握 

③ 居宅サービス計画に関わるサービス担当者会議の開催 

④ 居宅サービス計画の作成 

⑤ 居宅サービス計画の継続的な実施状況の把握・評価 

⑥ 指定居宅サービス事業者、市町村、地域包括支援センター、指定介護予防支援事業者 

又は他の指定居宅介護支援事業者との連絡調整 

   ⑦ 必要時の介護保険施設等への紹介 

   ⑧ その他各種相談に対する助言等 

（４）利用料その他の費用 

  ① 厚生労働大臣の告示による利用料 

  ② 実施地域以外については交通費として実費の額 

※ 実施地域境界から距離１キロメートルに付き ２０円 

 



（緊急時における対応方法） 

第７条 介護支援専門員は、サービス実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた

ときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなけれ

ばならない。                           

   （事前準備）緊急連絡先の把握･･･主治医・利用者の家族等 

         平常時の利用者心身状態を把握し、急変時の対応方法を家族と相談 

         各事業所の緊急体制を把握し連携を密にする。 

 

（通常の事業の実施地域） 

第８条 通常の事業の実施地域は、以下のとおりとする。 

裾野市、御殿場市、長泉町、三島市、沼津市の区域。 

 

（苦情を処理するための措置の概要） 

第９条 苦情があった場合は、ただちに管理者が相手方に連絡を取り、直接伺うなどして詳しい

事情を聞くとともに、必要に応じて検討会議を行い翌日までに具体的な対応をする。また、

記録を台帳に保管し、再発を防ぐために役立てる。 

① 苦情の受付（担当：管理者） ⑤問題点の整理、改善策立案 

② 情報収集（利用者関係者） ⑥是正処置及び利用者説明 

③ 情報収集（事業所内） ⑦結果の記録・伝達・報告 

④ 発生事実の伝達  

 

（虐待の防止のための措置に関する事項）  

第１０条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、虐待防止のための指針を整備す

るとともに、必要な体制の整備を行い、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努

めるものとする。 

 

 

  （その他運営についての重要事項） 

第１１条 

（１） 介護支援専門員の資質の向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、ま

た、業務体制を整備する。採用時研修は採用後３ヶ月とし、継続研修は一年間に１回以

上とする。 

（２） 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

（３） 事業所は、職員であった者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させる為、

職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を職員との雇用契約の内

容に含めるものとする。 

（４） 事業所は、サービス担当者会議等において利用者及び家族の個人情報を用いる場合には、

あらかじめ当該利用者及び家族の同意を文書により得るものとする。 

（５） この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は、事業者と事業所の管理者との協

議に基づいて定めるものとする。 



（６） 事業所は､介護支援専門員に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時又は利用者から

求められたときはこれを提示する。 

 

 

 

附 則   この規程は、２００４年 ６月 １日から施行する。 

            ２００５年 ２月 １日 改定 

            ２００７年 ３月 １日 改定 

            ２００８年 ３月２１日 改定 

            ２０１０年 ９月２１日 改定 

            ２０１５年 ３月２１日 改定 

            ２０１６年 ６月 １日 改定 

            ２０２４年 ２月 １日 改定 


